
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（抄）（平成十八年六月二日法

律第四十九号） 

   第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関  

    第一節 公益認定等委員会  

     第一款 設置及び組織  

（設置及び権限） 

第三十二条  内閣府に、公益認定等委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

２  委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。  

（職権の行使） 

第三十三条  委員会の委員は、独立してその職権を行う。  

（組織） 

第三十四条  委員会は、委員七人をもって組織する。  

２  委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。  

（委員の任命） 

第三十五条  委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断を

することができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者

のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。  

２  委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散の

ために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわら

ず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。  

３  前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその

委員を罷免しなければならない。  

（委員の任期） 

第三十六条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

３  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務

を行うものとする。  

（委員の身分保障） 

第三十七条  委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた

場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除い

ては、在任中、その意に反して罷免されることがない。  

（委員の罷免） 

第三十八条  内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷

免しなければならない。  

（委員の服務） 

第三十九条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。  



２  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。  

３  常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職

務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはなら

ない。  

（委員の給与） 

第四十条  委員の給与は、別に法律で定める。  

（委員長） 

第四十一条  委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

（事務局） 

第四十二条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。  

２  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。  

３  事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。  

     第二款 諮問等  

（委員会への諮問） 

第四十三条  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項（第二十

九条第三項において準用する場合を含む。）の規定による許認可等行政機関の意見（第六

条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。）を付して、委員会に諮問

しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、こ

の限りでない。  

一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申

請に対する処分をしようとする場合（申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当する

ものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除

く。）  

二  第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは

第二項の規定による公益認定の取消し（以下「監督処分等」という。）をしようとする場

合（次に掲げる場合を除く。）  

イ  監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該

当するものである場合 

ロ  第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項

の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとす

る場合 

ハ  第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合 

２  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委

員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。  

一  第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十二号ただし書、第十五号ただ

し書及び第十七号ト、第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし

書及び第三項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとす

る場合並びに第五条第十三号及び第十五号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六



号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項（第二号を除く。）、第十五条各号、

第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第二十一条第一項及び

第二項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号（第

二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第三項、次条第一

項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合  

二  第六十条の規定による指示を行おうとする場合  

３  内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又

は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消し

についての行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による異議申立てに対する決

定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。

ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。  

一  異議申立てが不適法であるとして却下する場合  

二  異議申立てをした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号の

いずれかに該当するものである場合  

三  第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての異議申立てであ

る場合  

（答申の公表等） 

第四十四条  委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、

その内容を公表しなければならない。  

２  委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった

措置について報告を求めることができる。  

（内閣総理大臣による送付等） 

第四十五条  内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項か

ら第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出

を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。  

２  内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見（公益法人が

第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。）を委員会に通知しなければ

ならない。  

３  内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員

会に通知しなければならない。  

一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可

の申請に対する処分（行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。）  

二  監督処分等（次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。）  

三  第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又

は改廃  

四  第四十三条第三項に規定する異議申立てに対する決定（異議申立てが不適法であるこ

とによる却下の決定を除く。）  

五  第六十条の規定による指示  

（委員会による勧告等） 

第四十六条  委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基

づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法



人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどう

かを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の

規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその

他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。  

２  委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容

を公表しなければならない。  

３  委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとっ

た措置について報告を求めることができる。  

     第三款 雑則  

（資料提出その他の協力） 

第四十七条  委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関

の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その

他の必要な協力を求めることができる。  

（事務の処理状況の公表） 

第四十八条  委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。  

（政令への委任） 

第四十九条  この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。  

    第二節 都道府県に置かれる合議制の機関  

（設置及び権限） 

第五十条  都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議

会その他の合議制の機関（以下単に「合議制の機関」という。）を置く。  

２  合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県

の条例で定める。  

（合議制の機関への諮問） 

第五十一条  第四十三条（第二項を除く。）の規定は、都道府県知事について準用する。こ

の場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項

に規定する合議制の機関（以下この条において単に「合議制の機関」という。）」と、同

項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同

項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条

第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書

中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるもの

とする。  

（答申の公表等） 

第五十二条  第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同

条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。  

（都道府県知事による通知等） 

第五十三条  都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行わ

れた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。  

２  第四十五条（第三項第三号及び第五号を除く。）の規定は、都道府県知事について準用

する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定す

る合議制の機関（以下この条において単に「合議制の機関」という。）」と、同条第二項



及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」と

あるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三

項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとす

る。  

（合議制の機関による勧告等） 

第五十四条  第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同

条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用す

る前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」

と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるも

のとする。  

（資料提出その他の協力） 

第五十五条  第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。  

附 則 

（施行期日） 

１  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第三十五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分 公布の日  

二  第三章（第三十五条第一項（両議院の同意を得ることに関する部分に限る。）、第四

十三条第一項、第二項第二号及び第三項、第四十五条第一項、第二項並びに第三項第一

号、第二号、第四号及び第五号、第四十六条、第四十八条並びに第五十一条から第五十

四条までを除く。）及び次項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内

において政令で定める日  

（最初の委員の任命） 

２  前項第二号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会

の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。  

（検討） 

３  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。  


